
提出書類についての留意事項 
（医師・保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・ 

診療放射線技師・臨床検査技師・視能訓練士） 

【１】申請書について 

• 申請手数料については収入印紙（※）を購入し、申請書上部「収入印紙欄」に貼付してく

ださい。 

※郵便局で購入できます。収入印紙が貼られていない場合、受付処理を行いません。 

• 「生年月日」について、日本国籍の方は和暦（昭和〇〇年、平成△△年）で、外国籍の方

は西暦で記入してください。 

• 「電話番号」は平日の日中、申請者本人へ確実に連絡が取れる番号を記入してください。                                

※連絡が取れなかった場合、登録が遅れる場合があります。  

• 連絡先が複数ある場合は、電話番号記入欄の近くに追記してください。 

例：（職場）098-  （自宅）098-   

• 郵送の場合、申請「年月日」は、発送日としてください。 

 

 

【２】診断書について 

• 診断書の様式は資格ごとに定められています。間違いのないようにしてください。 

• 診断書を作成した医師の押印は不要です。 

• 診断書の有効期限は発行日（作成日）から１か月以内になります。窓口到達時点で有効期限

を過ぎている場合は受け付けられません。 

• 「診断年月日」、「診療科」が記載されていないケースが多発しています。診断書が封筒

などに入っている場合は開封し、内容に不備がないことを必ず確認してください。                                           

• 診断書の記載内容に不備（記入漏れや氏名、生年月日の訂正等）がある場合、診断書を作

成した医師に訂正してもらう必要がありますので、医療機関にご相談ください。  

• 診断書に訂正がある場合、二重線で見え消しで訂正してください。医師の訂正印は不要で

す。                                 

• 修正液・修正テープが使用されているものは受け付けられません。また、医師でない者が訂

正した場合医師法違反となります。 



 

  

【３】本籍地記載の住民票の写し、もしくは、戸籍抄本（又は謄本） 

• 住民票の写しを添付する場合、本籍地が記載されていることを確認してください。個人番号

（マイナンバー）が記載されているものは添付できません。 

• 出願後に本籍又は氏名に変更がある場合、必ず、変更経過が確認できる戸籍抄本（謄本）を

添付してください。住民票は使用できません。 

• 発行日から６カ月以内のものを添付してください。 

• 複数の免許申請を行う場合、それぞれの申請書に本籍地記載の住民票の写し、もしくは、戸

籍抄本（又は謄本）を添付してください。省略やコピーの提出はできません。 

• 外国籍の方は、国籍、氏名、生年月日が記載された次の書類が必要です。                                         

□短期在留者：旅券その他身分を証する書類の写し                                                       

□中長期在留者、特別永住者：住民票の写し 

  



【４】登録済証明書（ハガキ）について 

登録済証明書（ハガキ）手続きについては任意となっていますが、免許証原本の交付は申請

してから数か月かかる場合があります。就職先等から資格確認を求められる場合もあります

ので、必要に応じて免許申請と合わせてご提出ください。 

Ⅰ．免許申請と一緒に手続きする場合 

〇 登録済証明書（ハガキ）がお手元にある方 

• 必ず 85 円分の切手を貼付し、ハガキの宛名面（表面）に、確実に受取可能な住所、受

取人氏名を記入してください。 

• 速達を希望する場合は、追加で 300 円分の切手を貼付し（合計 385円分）、朱書き

で「速達」と記載してください。 

• 保健所で切手の貼付は行いません。 

• 裏面は氏名欄のみ記入してください。登録番号等については登録後、厚生労働省が記入

します。 

 

 

〇 登録済証明書（ハガキ）がお手元にない方 

• 85 円ハガキを購入し、表面に確実に受け取り可能な住所、受取人氏名を記入してくださ

い。 

• 速達を希望する場合は、追加で 300 円分の切手を貼付し、朱書きで「速達」と記載して

ください。  

  

速達を希望する場合は、300 円切手を追加で貼付し、朱書きで「速達」と記載してください。 
 



Ⅱ．オンラインで手続を行う場合 

登録済証明書は発行までに時間がかかることから、一部の資格については、申請者が自身の登録

済証明書をＷＥＢ上で確認し、印刷する事ができる免許登録確認システムが利用できるようにな

りました。詳細は、ホームページ内の『6.登録済証明書のオンライン申請について』をご確認下

さい。 

 

（注意！）資格確認ができるのは、厚生労働省が申請内容を確認・登録した後になります。登録

時期について、保健所は回答できません。 


